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建設環境委員会会議録 

 

令和５年９月２６日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時４５分閉議（実時間９９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７０号・令和５年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第７２号・令和５年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号 

１．議案第７３号・専決処分の報告及びその承

認について（令和５年度八代市一般会計補

正予算・第５号（関係分）） 

１．議案第７８号・契約の締結について（清掃

センター解体工事） 

１．議案第７９号・八代生活環境事務組合の共

同処理する事務の変更及び規約の一部変更

について 

１．議案第８０号・八代市と氷川町との間の一

般廃棄物の焼却処理に関する事務の委託に

ついて 

１．議案第６９号・令和４年度八代市下水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

１．所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  谷 川   登 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  木 村 博 幸 君 

委  員  谷 口   徹 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長       西   竜 一 君 
 
  建設部総括審議員兼 
            野 間 卓 志 君 
  次長 
 

  下水道総務課長   山 本 康 博 君 
 
  下水道総務課主幹 
            園 田 哲 次 君 
  兼経営係長 
 

 総務企画部 

  泉支所産業建設課長 薄 田 智 徳 君 

 市民環境部長     嶋 田 和 博 君 

  環境施設課長    竹 下 圭一郎 君 

  循環社会推進課長  田 中 和 彦 君 

 財務部 

  契約検査課長    角 田 浩 二 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、定刻とな

り定足数に達しましたので、ただいまから建設

環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨に関連する予算、事

件、条例案等につきましては、特別委員会に付

託となりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第７０号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第６号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 初に、予算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第７０号・令和５年度八代市一般

会計補正予算・第６号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第１０款・災害復旧費につ
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いて、建設部から説明を願います。 

○建設部長（西 竜一君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の西でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、議案

第７０号・令和５年度八代市一般会計補正予

算・第６号の建設部所管分につきまして、野間

総括審議員兼次長より説明いたさせますので、

よろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（野間卓志君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部の野間でございます。よ

ろしくお願いいたします。着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（野間卓志君） そ

れでは、議案第７０号・令和５年度八代市一般

会計補正予算書・第６号をお願いいたします。 

 １４ページをお開きいただき、下段の表を御

覧ください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費は、

補正額１６９０万円を増額補正し、８億８６４

６万６０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が９５３万８０００円、地方債が６５０万

円、一般財源８６万２０００円でございます。 

 補正額の内訳は、節１２・委託料を２６０万

円、節１４・工事請負費を１４３０万円増額す

るものでございます。 

 別冊の委員会資料、議案第７０号、建設部所

管分の３ページを御覧ください。 

 この事業は、令和元年７月の大雨により被災

した市道腰越～平線の災害復旧工事になりま

す。 

 左上の写真は、被災当時の写真、状況になり

ます。 

 赤実線で示す部分で、市道上部の斜面が大き

く崩壊したため、標準断面図の赤斜線で示す斜

線崩壊部については、県の治山事業で復旧する

こととし、右下写真に示すとおり、令和５年３

月に完成しています。 

 現在は、左下、標準断面図の黄色網かけで示

す市道部に堆積した土砂の撤去を行っていると

ころであり、土砂撤去後には、引き続き道路の

舗装工事等を行う必要があることから、今回事

業費の増額分を補正するものでございます。 

 以上、議案第７０号・令和５年度八代市一般

会計補正予算・第６号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７０号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時０７分 本会） 

◎議案第７２号・令和５年度八代市下水道事業

会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） それでは、本会に戻



 

－3－

します。 

 次に、議案第７２号・令和５年度八代市下水

道事業会計補正予算・第１号を議題とし、説明

を求めます。 

○下水道総務課長（山本康博君） 下水道総務

課の山本でございます。隣が、下水道建設課長

の奥村でございます。よろしくお願いいたしま

す。着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（山本康博君） 議案第７２

号・令和５年度八代市下水道事業会計補正予

算・第１号について説明いたします。 

 補正予算書・第１号をお願いいたします。 

 今回の補正の内容は、県営事業であります八

代北部流域下水道事業に係る維持管理負担金に

ついてです。 

 八代北部流域下水道事業につきましては、八

代市、宇城市、氷川町の２市１町で、流入汚水

量に応じて維持管理費を負担しており、負担金

につきましては、汚水１立方メートル当たりの

単価を設定し、算出をしております。 

 今回、物価高騰等による動力費など維持管理

費用の増加への対応として、令和５年度からの

単価改定について、八代北部流域下水道促進協

議会において承認されましたことから、不足す

る経費について補正をお願いするものです。 

 それでは、補正予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第２条の収益的収入及び支出では、第１款・

下水道事業費用、第１項・営業費用で８７３万

５０００円を追加し、補正後の額を２９億６４

０万５０００円としております。 

 続きまして、３ページからが、下水道事業会

計補正予算に関する説明書、貸借対照表などで

ございます。３ページから９ページは、説明を

割愛させていただきます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の補正予算明細書にて内

訳を説明いたします。 

 支出のうち、款１・下水道事業費用、項１・

営業費用、目４・流域下水道管理費で８７３万

５０００円を追加しまして、補正後の計を１億

６１１３万３０００円としております。 

 補正額の内訳としましては、八代北部流域下

水道維持管理負担金として８７３万５０００円

を予定しております。 

 以上、議案第７２号・令和５年度八代市下水

道事業会計補正予算・第１号の説明を終わりま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７２号・令和５年度八代市下水道事業

会計補正予算・第１号については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１２分 本会） 

◎議案第７３号・専決処分の報告及びその承認

について（令和５年度八代市一般会計補正予

算・第５号（関係分）） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第７３号・令和５年度八代市一般
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会計補正予算・第５号中、当委員会関係分に係

る専決処分の報告及びその承認についてを議題

とし、説明を求めます。 

○建設部長（西 竜一君） それでは、本委員

会に付託されました議案のうち、議案第７３

号・専決処分の報告及び承認についての令和５

年度八代市一般会計補正予算・第５号につきま

して、野間総括審議員兼次長により説明いたさ

せますので、よろしくお願いいたします。 

○建設部総括審議員兼次長（野間卓志君） 建

設部の野間でございます。よろしくお願いいた

します。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（野間卓志君） そ

れでは、議案第７３号・専決処分の報告及びそ

の承認について、令和５年度八代市一般会計補

正予算・第５号をお願いいたします。 

 １１ページをお開きいただき、下段の表を御

覧ください。 

 款１０・災害復旧費、項２・公共土木施設災

害復旧費、目１・道路橋梁施設災害復旧費は、

補正額９４０万円を増額補正し、８億６９５６

万６０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、地方債が

９４０万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１０・需用費を３０万

円、節１２・委託料を４６０万円、節１４・工

事請負費を４５０万円増額するものでございま

す。 

 別冊の委員会資料、議案第７３号、建設部所

管分の３ページを御覧ください。 

 令和５年８月の台風６号により被災した市道

八八重～四方田線及び市道五家荘～椎葉線の緊

急的な応急工事になります。 

 まず、市道八八重～四方田線についてです

が、右上１の写真に示すとおり、延長約３０メ

ートルの区間で、山側から崩土が発生し、これ

を除去するもので、現在は通行可能となってお

ります。 

 次に、市道五家荘～椎葉線についてですが、

左下２の被災直後の写真に示すとおり、道路が

約２０メートルの区間で陥没し、通行不能とな

りました。これにより、２軒の孤立世帯が発生

したため、応急的に仮設道路を設置する工事を

行い、現在は右の写真に示すとおり、関係者の

通行ができる状態となっています。 

 また、本箇所は被害規模が大きいため、国の

災害査定を受けるための測量設計を行っている

ところです。 

 以上、令和５年８月の台風６号で被災した２

か所について、緊急対応を行う必要があったこ

とから、８月補正予算として専決処分を行った

ものでございます。 

 以上、議案第７３号・専決処分の報告及びそ

の承認について、本委員会に付託されました建

設部所管分についての説明を終わります。御審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（太田広則君） 確認です。確認させて

ください。 

 ２番の市道五家荘～椎葉線の左の被災直後８

月１０日の陥没の写真ですけども、白線とガー

ドレールを見たら、何かまだ道路が新しいよう

な気がするんですよね。これ、舗装後、どのぐ

らいたってからの陥没なんでしょうか。分かり

ますか。 

○泉支所産業建設課長（薄田智徳君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）泉支所産業建設課、薄田です。 

 舗装の打設されました年月につきまして、正

確な年月日を覚えてはおりませんが、少なくと

も１０年程度はたっているものと考えられま

す。 

○委員（太田広則君） 分かりました。１０年
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たっての陥没ということで、はい、分かりまし

た。ありがとうございます。 

○委員（山本幸廣君） 今、次長の説明では、

もう専決処分でありますので、何も言うことは

ありません。 

 ただ一つ、今、ちょうど泉支所から担当の方

が来ておられますので、要望も含めてですけど

も、要は、椎原から、幹線道路も含めて、椎原

は国道４４５号走っているわけでありますが、

要は、その市道の場合ですね、物すごく、その

崖崩れというのは小さい崖崩れ等々で、日頃か

ら、これから観光地、ちょうど今から秋に入る

わけでありますので、もう、どこに行っても石

ころが落ちたり、そしてまた、草が生えたり、

そしてまた、こういうのが、やっぱり側溝から

ですね、流れていく水がですね、やっぱ山側の

谷のほうさん流れる可能性というのは物すごい

多い道路なんですよ、あそこは。もう今、副委

員長がですね、地元ですけども、常にこう、呼

吸を合わせながら見とるわけですけども、そう

いう中でいろんな苦情があっていると思いま

す。その対応というのは、この道路がやっぱり

陥没をするというのは、何かの、やっぱり原因

があるわけですよね。それはもう自然災害だか

らということで、それで終わるって、日頃の道

路管理というのをですね、私はパトロールをし

ていただきたいと思うんですけども、もう山側

にですね、ずーっと小さい側溝があるし、側溝

もないところもあります。それからですね、も

うどんどん水が流れてきてですね、もうはっき

り言って、谷のほうさん流れていく。これが、

その原因ですもんね。だから、災害どきには、

こういう原理で陥没をするわけですよ。 

 ですので、よろしかればですね、道路パトロ

ールを、今まで以上にですね、していただい

て、そしてまた除草の作業も、やっぱ年に、先

日私が一般質問したように、八代宮のような、

あんな草がぼうぼうしとっちゃいかんけん、や

っぱ椎原からですね、ずっと観光地はですた

い、樅木まではきれいな、やっぱ道路としてで

すね、お客さんを迎えるような、そういうよう

な体制をつくっていただきたいなというのがあ

ります。 

 この陥没を見てですね、今、太田委員が言わ

れたように、舗装は新しいんですけども、道路

から下というのは、崖、山から下っていくとこ

ろとかですね、そういうところは大変危険性が

ありますね、物すごく。もう、いつ陥没しても

いいぐらいのですね、その辺りを、やっぱパト

ロールしながら、悪いところについては事前的

な、やっぱり管理を、工事をしていくという、

そういう方法も、これからやっぱしていく必要

はなかろうかなと思いますが、いかがですかと

いうことを質問したいんですけども、今、要望

でありますので。今、部長おられるから、部

長。 

○建設部長（西 竜一君） 今、山本委員のほ

うからですね、言われたことにつきましてはで

すね、しっかり考えていかなくちゃいけない部

分は、多々あると思っております。 

 ふだんからですね、パトロールというのはで

すね、時間の許す限り行っているんですが、か

なり広範囲にわたるということもありますの

で、常にということは、なかなか難しいところ

がありますので、雨季の前であったりですね、

台風の前であったり、そういうところについて

はですね、どこか道路が閉塞したところはない

かとかですね、そういうのはですね、心がけて

ですね、パトロール等は行っていきたいなと思

っております。 

 それと、のり面のですね、災害防止というこ

とで、少しずつではありますがですね、危険な

ところから、災害防除工事というのもですね、

併せて行っておりますので、それについてもで

すね、補助事業等を活用しながらですね、行っ

ていきたいなと思っております。 
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 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 特に部長、要望ですけ

ども、やっぱりその災害のときには、補助事業

というか、災害で担当しますけれどもですね、

担当というか、予算については、国、県の予算

等も活用されて、補助事業も対象になさる。私

は一番大事と思いますね。補助事業が、そのと

きに、やはり附帯じゃないですけども、災害が

起きたときに、小さいところでも附帯としてか

ら、全部上げていくじゃないですか、国に。上

げるですたいね。これは一番大事だと思うとよ

ね。 

 やっぱり小さいところは取り残されたとこ

ろ、何か所もあるんですよ。うちあたり、橋梁

でちょっとしよるですけども、とうとう上げて

なかった。だから、今回出すわけですけども、

もう、何でいつまっでんせんかなというところ

もある、１か所あるんですよ。金剛にありま

す。災害ならよかったばってんなというのがあ

るわけですね。 

 そういうこともありますので、よろしかれ

ば、今部長が言われたような補助事業の対象の

中で、道路の整備をしていただきたいと思いま

す。専決ですので、はい。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（谷口 徹君） ２点、質問をさせてい

ただきます。 

 まず、五家荘～椎葉線ですけれども、８月１

０日が発災ということで、仮設工事が完了し

て、通行可能になったのがいつなのかが１つで

すね。 

 ２つ目が、八八重～四方田線の崩土現場です

けども、これは大規模崩壊している現場があり

ますが、あれの手前の箇所になるかどうか、こ

の２点、お聞きしたいと思います。 

○泉支所産業建設課長（薄田智徳君） まず、

１点目の五家荘～椎葉線の通行可能になった月

日ですけれども、８月２９日に、仮設道が完了

しまして、その先の土砂撤去が完了しておりま

す。ですので、８月２９日には通行可能となっ

ております。 

 次に、八八重～四方田線ですけれども、場所

としましては、奥の地滑り箇所の海側といいま

すか、手前の路線場所になります。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（谷口 徹君） ありがとうございまし

た。 

○委員（木村博幸君） 質問です。 

 ２番目のですね、市道五家荘～椎葉線です

が、工事後の仮設の道路は、どのぐらい盛土し

て、上に上がってますか。 

○泉支所産業建設課長（薄田智徳君） 盛土の

高さですけれども、道路面から約１メーター程

度上がっております。 

○委員（木村博幸君） １メーターということ

で、図から見ると、えらい高く見えるんです

が、そうでもないんでしょうね。 

 高くするには、何かやっぱり理由が、例えば

のり面のほうをですね、あんまり削らなくてい

いようにするために、ここに盛土をして、工法

的には安全な、災害後もですね、安全に通るた

めにのり面も、手をあんまり加えないようにす

るためのことだったんだろうと思いますが、あ

と、ここに２軒いらっしゃるということですけ

ど、一般の方も通られると思うので、夜間、特

にこの辺は真っ暗だろうと思うんですよね。そ

れで、少し心もとない、トラロープだけでは非

常に、１メートルといえどもですね、そこから

落ちる可能性もあるので、この辺は少し明かり

をつけるなり、夜の点滅ですね、ガードレール

は無理でしょうから、何かその辺は、少し心配

な気がいたしますが、その辺についてはいかが

でしょうか。 

○泉支所産業建設課長（薄田智徳君） まず、
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仮設道の盛土ですけれども、山側に、ふとんか

ごといいまして、金網製の中に石を詰めて、落

石といいますか、崩土を防止する措置をしてあ

りますので、その上に道を造ったということで

あります。そのほうが、強度が保てるという、

確保できるということでございます。 

 それから、夜間の交通対策につきましては、

今御指摘がありましたとおり、通行に危険が及

ばないように、早速措置はしていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ちょっと待って、こ

れ、ガードレールはあるんじゃないの。トラロ

ープじゃないでしょう、これ、ねえ。（｢仮設

だけん、トラロープ……」と呼ぶ者あり）ちょ

っと待ってんか。どっちになっとる。ロープ。 

○泉支所産業建設課長（薄田智徳君） 仮設道

につきましては、トラロープを。 

○委員長（上村哲三君） はい、分かりまし

た。いいです。 

 これ見たら、写真、きれいに映っとるもんだ

けん、ね。 

 ほかにありませんか。 

○委員（谷川 登君） 今説明いただいた中で

ですね、本当に職員の皆さんにはですね、パト

ロールから、こういった、いつ災害があるか分

かりませんが、職員の皆さんは本当に、１時間

かけてですね、現場に行って頑張っているとこ

ろを知っとります。 

 そういう中で、今、鉄板をですね、この五家

荘線、椎葉線はありますが、こののり面のほう

は、吹きつけについて、お聞きしたいと思いま

すが、するのか、しないのか、のり面のほうを

お答え願いたいと思います。 

○泉支所産業建設課長（薄田智徳君） まず、

仮設道路の鉄板につきましては、現在、今まで

請負業者さんのリースということになっており

ましたので、鉄板は撤去しまして、舗装をする

計画にしております。 

 それから、のり面の保護につきましては、今

のところは経過観察ということで、特に実施す

るということは考えてはおりません。状況次第

で、また検討はしていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員（谷川 登君） ありがとうございまし

た。 

 ここがですね、私も地元でございますので、

集落がですね、生活道路として通行されており

ますので、とにかく事故がないようにですね、

よろしく、大変ですけども、１日も早い復興を

お願いして、この件について終わります。あり

がとうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、意見があ

りましたら、お願いします。 

○委員（山本幸廣君） 被災状況の中で、メー

ターは３０メーターぐらいですか。距離はどれ

ぐらい、工事の。 

○建設部長（西 竜一君） 五家荘～椎葉線の

ほうでよろしいですか。（委員山本幸廣君「う

んうん、うんうん」と呼ぶ）２０メートル程度

ということで、はい。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） じゃあ、意見として。

ぜひともですね、安全管理を、今物すごく、気

を使ってから、中山間地域辺りは頑張っておら

れるとお聞きしておりますので、これからもで

すね、安全管理はしっかりしていただきたいと

思います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

ね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、なけれ
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ば、これより採決いたします。 

 議案第７３号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第５号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入れ替わりのため、しばらく小会いた

します。 

（午前１０時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３２分 本会） 

◎議案第７８号・契約の締結について（清掃セ

ンター解体工事） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７８号・清掃センター解体工事

に係る契約の締結についてを議題とし、説明を

求めます。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 環境施設課

の竹下でございます。よろしくお願いします。

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） それでは、

議案第７８号・契約の締結について、工事関係

について説明させていただきます。 

 その後、契約検査課の角田課長より、入札・

契約関係についての説明を行いますので、よろ

しくお願いします。 

 議案書の２３ページをお願いします。 

 説明につきましては、別資料で、右上に委員

会資料、令和５年９月２６日、表題としまし

て、契約の締結について「清掃センター解体工

事」に関する資料に基づき御説明させていただ

きます。 

 それでは、資料の２ページをお願いします。 

 まず初めに、工事関係について説明させてい

ただきます。 

 番号、令和５年度環施工第１号。件名、清掃

センター解体工事。工事場所、八代市中北町３

７４３番地。契約の相手方、淺沼組・園川組建

設工事共同企業体。契約の相手方住所、福岡県

福岡市博多駅東３丁目１４番１号。契約金額は

９億８４２７万１２００円で、契約予定工期は

議決日から令和７年３月１４日までを予定して

おります。 

 工事の目的は、平成３０年度に稼働を停止し

た清掃センター――ごみ焼却施設の施設解体と

撤去工事を行うものでございます。 

 工事の概要ですが、処理能力１５０トンパー

日、７５トンの２４時間運転の２基となってお

ります。 

 敷地面積、１万４７３０平方メートル、建物

の解体範囲、約４６００平方メートル、建屋構

造、鉄筋コンクリート造り及び鉄骨造、地上３

階・地下２階、その他平屋となっております。 

 工事内容としましては、一般解体工事のほ

か、アスベスト除去工事、ダイオキシン除去工

事、くい引き抜き工事となっております。 

 次に、資料３ページを御覧ください。 

 八代市清掃センター上空からの全景写真とな

っております。 

 ４ページをお願いします。 

 施設の写真入り配置図でございます。 

 ５ページをお願いします。 

 今回の解体工事において、敷地内の建物の解

体部分を表示している解体計画図でございま

す。赤色で表示してある建物は、地下の部分を

含む全ての施設及び設備の解体を行い、青色で

表示してある建物は、建物の上屋部分のみの解

体を行います。 

 次の資料６ページは、解体工事工程表でござ

います。 

 工期は、令和５年度から令和６年度末までの

１８か月を予定しております。 

 工事は準備工、架設工事、アスベスト除去工
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事、ダイオキシン除去工事、一般解体工事と順

次着手する予定としております。 

 以上、工事関係の概要説明とさせていただき

ます。 

○契約検査課長（角田浩二君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）契約検査課、角田でございます。よろしく

お願いいたします。 

 工事関係の説明に引き続きまして、入札・契

約関係につきまして、着座にて御説明をさせて

いただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○契約検査課長（角田浩二君） それでは、資

料の７ページをお願いいたします。 

 まず初めに、１、競争入札に関する事項につ

きまして説明をいたします。 

 本案は、八代市制限付一般競争入札実施要領

に基づきまして、令和５年６月１６日に制限付

一般競争入札に付すことを公告いたしました。 

 ここで申します制限付とは、競争入札参加資

格に一定の要件がついていることでございまし

て、具体的な内容は、その下の２で説明をさせ

ていただきます。 

 続きまして、２、競争入札に参加する者に必

要な資格の主な要件といたしましては、八代市

建設工事共同企業体運用基準に基づきまして、

その共同企業体の構成員の数を２者または３者

とし、代表構成員が、本市の有資格者名簿にお

ける解体工事の登録事業者であり、解体工事に

係る経営事項審査の総合評定値――いわゆるＰ

点が１１００点以上の登録業者で、その他の構

成員が、同じく解体工事の登録業者であり、市

内に主たる営業所を有する者といたしておりま

す。 

 また、代表構成員につきましては、施工実績

も要件としております。 

 平成３１年４月１日以降に着手し、元請とし

て完了した一般廃棄物処理施設（ごみ焼却施

設）の解体工事の施設規模が、１日当たり５０

トン以上（同一施設における処理能力の合計）

の実績が１件以上ある者となります。 

 また、配置技術者に関しましては、建設業法

第７条第２号ハに該当する者、――国家技術を

有する主任技術者、または解体工事に係る監理

技術者資格証を有する者を専任で配置すること

を要件としております。 

 後に、３、開札及び結果につきましては、

公告日の翌日から、資格確認申請書及び入札書

の受付を行ったところ、３者の共同企業体より

申請がありました。建設業法で定める公告・見

積り期間を経た７月１３日に開札を行った結

果、３者が同額でございました。 

 同額になりましたのは、 低制限価格制度を

導入したことが主な要因となるものと推測して

おります。この 低制限価格制度では、入札の

低ラインとなる価格である 低制限価格を設

定し、それよりも低い価格であった場合は失格

となる制度で、不当に安い価格での取引を防止

することを目的としております。 

 資料の８ページを御覧ください。 

 資料の８ページ、こちらが 低制限価格の算

定式とイメージを記載したものとなります。資

料の右側が、計算方法を示したものとなりま

す。 

 低制限価格は、こちらでいきますと、直接

工事費掛ける９７％、共通仮設費掛ける９

０％、現場管理費掛ける９０％、一般管理費掛

ける６８％を合計し、これにランダム係数を乗

じたものとなります。 

 この直接工事費、共通仮設費、現場管理費、

一般管理費については、公告に当たり添付いた

します資料を基に、各社にて積算をいただくこ

ととなります。 

 八代市では、 低制限価格の設定をするに当

たり、予定価格の９２％を超えた場合、 低制

限価格を予定価格の９２％とし、予定価格の７
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５％に満たない場合は、 低制限価格を予定価

格の７５％と設定することとしております。 

 この図では、 低価格制限をイメージしてい

ただきやすいように、予定価格を、この左の図

なんですけど、予定価格を１０００万円、 低

価格を予定価格が９２％であった場合として、

９２０万円として図を作らせていただいており

ます。 

 予定価格と、この 低制限価格の間で入札さ

れたもののうち、 低価格となったものが落札

者となり、 低価格を下回ったり、予定価格を

上回った場合は失格となります。 

 低制限価格は、工事内容に応じ、予定価格

の７５％から９２％で変化するものとなりま

す。 

 今回の清掃センターの解体工事におきまして

は、市が計算いたしました結果、予定価格の９

２％を超えましたので、 低制限価格を予定価

格の９２％と設定いたしたところでございま

す。 

 それと、入札されました全者が、それぞれで

計算された結果も、予定価格の９２％を超える

ものと判断されましたことから、入札額を予定

価格の９２％として入札されたということと推

測されます。 

 ３者が同額でございましたので、落札業者の

決定につきましては、八代市競争契約入札心得

第１１条、落札となるべき同価の入札をした者

が２人以上あるときは、電子入札案件に関わる

入札に関しましては、電子システムによる電子

くじを実施することにより、電子入札案件以外

の案件に係る入札については、当該入札者にく

じを引かせることにより落札者を定めるものと

の規定に従い、今回はくまもと県市町村電子入

札システム内の電子くじを実施し、淺沼組・園

川組建設工事共同企業体が８億９４７９万２０

００円で落札しており、予定価格に対する落札

率は９２％となっております。 

 なお、当該建設工事共同体と落札額に消費税

を加算しました契約額９億８４２７万１２００

円で、議会の議決をいただいたときに、本契約

となるとの条件を付した仮契約を７月２５日に

締結したところでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（木村博幸君） 詳しく説明いただいた

んですが、やっぱりちょっと分からないところ

の質問になります。 

 施工実績に関する事項ですね、必要な資格と

いうところですけど、解体工事の施設規模が１

日５０トン以上、結構これ、かなり多いように

受けますが、実際この５０トン以上有する解体

業者というのは、八代市内には何社ほどあるん

ですか。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） ５０トン以

上の解体をできる業者さんということでよろし

いでしょうか。 

 一応八代市内にはございませんでした。経験

があるところがなかったというところです。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（谷口 徹君） 今の説明からすると、

一般競争入札に付したということで、競争入札

に参加する者に必要な資格からすると、もう八

代市内の業者が、応札というか、参加できるこ

とはできなかったという、ただＪＶとしては、

参加ができるということでよかっですかね。 

○契約検査課長（角田浩二君） 八代市内の事

業者さんも、ＪＶとして参加することができま

す。 

○委員（谷口 徹君） 一般競争入札なので、

指名競争入札と違って、こちらから業者さんを

指定することができないんですけども、公告に
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よって、応募があったのが３者ということで、

ＪＶのほうは、それぞれの業者さんが連絡をし

合って、共同企業体を結成したと、つくったと

いうことでよろしいですかね。 

○契約検査課長（角田浩二君） 谷口委員、お

っしゃったとおりとなります。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） 地元のことなんで、ち

ょっと解体工事のことで、ちょっとお聞きした

いと思います。 

 先ほど１日５０トンということでですね、非

常に大型トラックが、麦島校区内を走ることが

想定されます。特に、麦島幹線と農免道路しか

ございませんので、そうした中で、ほとんど解

体していった場合は、いつもパッカー車が出入

りしていた、その道路を使ってトラックが出入

りするんでしょうか、こっちの裏のほうも使う

のかなあという、ちょっと経路的なことを教え

てください。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） ちょっと契

約後にですね、そこは業者さんと協議をすると

いうようなことになってくるかと思いますけれ

ども、裏のほうはですね、民家がございますの

で、基本的にはパッカー車が出入りしてたほう

を使えないかというところで考えているところ

でございます。 

○委員長（上村哲三君） 太田委員、よろしい

ですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（谷口 徹君） 資料を示していただい

た６ページに、工事工程表の予定が載ってます

けれども、有害物除去工事と汚染物除染工事と

いうのがありますけれども、これは、それぞれ

有害物と汚染物は何を指すか教えていただけま

すでしょうか。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） 有害物は、

一応ダイオキシンを、一応考えております――

あっ、有害物が、すみません、石綿、アスベス

ト、汚染物がダイオキシンを、一応考えており

ます。 

○委員（谷口 徹君） 汚染物がダイオキシン

ということで、ダイオキシンを除去するに際し

ては、敷地の中のどの部分の範囲になりますか

ね。焼却施設があった部分だけなのか、それと

も、まだ広範囲に広がるのか、教えていただき

たいと思います。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） ダイオキシ

ンの除去につきましては、バグフィルターとい

いまして、灰を除去する施設がございます。そ

この部屋が、一応メインとなりますので、敷地

全体というわけではございません。建物の中の

一部ということになります。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） 私も、太田委員と同じ

で、同じ地域におりますからですね、契約は別

として、何ページになるかな、ピンクのとこ

ろ、パースの図ですけども、先ほど来、課長が

言われたように、ダイオキシン等々という場合

も含めてですから、有害物も一緒ですけども、

私は、大地震のときに、地下に、ちょうど女性

の課長だったんですけど、ヘルメットをかぶっ

てから、地下に潜ってずっと、はっきり言っ

て、調査をしてきました、ある議員さんたちと

ですね。 

 そのとき行ったときに、びっくりしたのが、

本当にずさんな姿でした。丸太で突っ張るわ、

旧の、今の施設、地下のほうへ行かれた方おら

れますか。見てください。課長は行っておられ

るんですよね。あの現場を見たときに、ちょう

ど私が行ったときに、ある市長のときに、ダイ

オキシンの施設を完了したわけです。 

 ダイオキシンはどこにあるのかということを

ですね、分析されたと思うんですけども、やっ

ぱりダイオキシンが、いかに地下浸透しておる
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のか、してないのか。ただ上だけのダイオキシ

ンの施設を撤去すればいいという、そういう問

題じゃないと思うんですよ。 

 だから、このピンクのですね、図の中で、ピ

ンクの中で、どこまでそのダイオキシンが地下

のほうに浸透して、そしてまた、その護岸工事

を越えて、海にダイオキシンが流れている可能

性というのは、これは、ないという保証はない

と思うんですけど、それはもう科学的に、大学

の専門のですね、科学者がしっかり分析せにゃ

いかん、それはしておられると思うんですけど

も、そこまではしておられると思うんですけど

も、そこで、このダイオキシンとかですね、い

ろいろな有機物の問題含めて、この解体後の、

地下のこの土石を搬出する中で、どこに持って

いかれる予定なんですか。そこを聞かせてくだ

さい。どこに仮置場か、それとも直接捨てに行

かれるのか、そこ辺りを聞かせてください。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） まだちょっ

と契約がまだなので、ちょっとそこら辺、仮置

場とかですね、が決まってないんですけど、解

体したものについては、仮置場に置いて、それ

から積み込んで搬出という形になるかと思いま

す。 

○委員（山本幸廣君） 課長ですね、このアス

ベストも、ダイオキシンもですけども、そこ

は、私、一番大事なのは、やっぱりアスベスト

は程度分かるんですけど、ダイオキシンが一番

分からないんですよね。 

 ダイオキシンの処理を、除去の処理をどうす

るかということは、これは誰もが関心をして、

うちだけじゃないと思うんですけど、この清掃

センターの解体のところはですね。だから、こ

こら辺りについては、仮置場、そしてまた、ど

こに搬出をするかという場所等についても、や

っぱ執行部はしっかり把握して、そして執行部

も、やっぱそれなりのですね、環境の中で、市

民、八代市内に仮置場を置かれるならば、どの

ようなところに置かれるかということはです

ね、置いていただきたい、国交省なんかは全部

置く場所を、自分たちでつくっているんです

よ。球磨川の土石の除去についても、私たちの

金剛の近くにいっぱい、ゆめタウンのところに

置いてから、砂利採石しよるんですけども。 

 そういうですね、やっぱ指定をするなら、行

政としてそこまで体制をつくっとかないかん。

それをつくっておられるんですか。 

○環境施設課長（竹下圭一郎君） その汚染物

質とかですね、そういうものの搬出について

は、処分先っていうのが、何ていいますか、処

分場、そういうところに一応搬出予定となって

おりますので、この契約が済みましたら、業者

のほうと協議してですね、どこの処分場に持っ

ていくかというのが確認できますので、そこが

確認できましたら、私たちもその現場に行ける

のであればですね、ちょっと行って、どういう

処分しているのかというのは確認したいという

ふうに思っております。 

○委員（山本幸廣君） なぜ、私がここまでい

くのか、ちょうど当時、そのときの市長とのや

り取りで大変苦労してですね、ダイオキシン除

去設備の設置をしたんです、何十億円かけてか

ら。何十億円かけてやったんですよ。 

 そのときは、もうはっきり言ってから、大変

な汚染をしたから、職員にはですね、完全的な

ですね、汚染対策をしなさいということで指導

した経緯があるもので、議会からもですね。そ

ういうことでありますので、解体物も含めて、

やはりきちっとしたところで処理をしていただ

く。それはもう淺沼組さんですから、それはき

ちっとされると思うんですけども。私は、もう

少し広範囲のピンクのところの、この範囲です

よ。このピンクのところの広範囲、全体をです

ね、やっぱり掘削作業をされるときには、ある

程度ですね、予算かけてもですね、この予算じ

ゃなくて、ある程度予算かけて、完全にダイオ



 

－13－

キシンなりですね、が除去できたという、そう

いう自信を持ってですね、解体工事というの

を、私はしてほしいんです。 

 海に近いもんですから、これが陸の山の中な

ら、そうないんですよ。だけど、海に近いもん

ですからですね、ここのダイオキシンがひどか

ったから、ダイオキシン処置したんですよ、何

十億円かけて。会議録見てください。しっかり

した議論した会議録がありますから。そういう

ことを思えばですね、ある程度の、このピンク

よりですね、堤防の、ここからも注水してから

ですね、あるのか、ないのか、そういうのをし

てから、もしもこういうのがあったら、やっぱ

し予算の追加とか、そういうことがあると思い

ますので、なるだけならば広範囲で、建物だけ

じゃなくして、広範囲でですね、私はこの場所

はしてほしいと。 

 あとは、この場所をですね、地元の太田委員

あたりが、何を、ここを活用するかということ

は、やっぱり住民自治あたりで検討されると思

うんですよ、市と一緒になってですね。あそこ

は完全にダイオキシンがなくなってしまったと

いう行政が主導の中で、跡地の利用というの

を、私はしてほしいと、そのように思いますの

で、もう答弁は、説明は要りませんので。 

○委員長（上村哲三君） ほかにはありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、意見があ

りましたら、お願いします。 

○委員（太田広則君） 先ほどお聞きしました

地元の議員とすれば、山本委員も言われたとお

り、これまで非常に、この中北町がですね、こ

の清掃センターの粉じん問題とか、先ほどのダ

イオキシン問題とか、もう本当に、この清掃セ

ンターのことで苦労されてきた地域でございま

す。 

 いよいよ、とうとうここまで来たかというこ

とでですね、先ほど確認しました。まだ、しっ

かり契約締結してないので、詳細は答えられな

いということですが、いずれにしても大型トラ

ックがですね、また麦島校区内を走るというの

は間違いないわけです。 

 先ほど言われたとおり、裏を通ると、住宅街

ということで、要望です。麦島幹線は住宅街で

す。ですから、南に行かれるか、北に行かれる

か分かりませんけど、この農免道路を通ってで

すね、産業道路のほうに、もう空のトラックで

も、今、麦島幹線を通ると、もう家が揺れたり

ですね、しておりますので、要望とすれば、で

きれば、もう産業道路のほうにですね、もしく

は南のほう、幹線道路というと、山本さんのほ

うになりますけれども、多分産業道路のほうに

行かれるんだろうと思いますので、先ほどの解

体時におけるアスベスト等の粉じんが飛ばない

ようにというのと、それから事故ですね、渋滞

等も発生すると思います。これ、大型トラック

が、例えば左折するとしたら、必ず右折側のレ

ーンを止めないと左折できないと思うんです

ね。そうしますと、一番混む、朝夕は混む幹線

道路であります。朝夕にトラックが出るという

ことは少ないと思いますけど、昼でも混みます

ので、道路渋滞等も当然出てくるかと思いま

す。 

 解体が始まる来年の３月から１０月ぐらいま

で、非常に、稲刈りもあり、田植もあり、また

稲刈りというふうな時期でもございますので、

地域住民にとってはですね、緊張が続くことだ

ろうと思いますので、しっかりした安全管理を

お願いしておきます。 

○委員（谷口 徹君） ３者が、落札した金額

が全く同じということで、 低制限価格制度で

９２％ということで、業者さんは同じ金額にな

ったのだろうということだったですけども、一

般質問でも話しましたが、予定価格の公表です

ね、職員さんを守るという意味で、平成１３年
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度から公表してるということでしたけれども、

これだけ高額な場合には、ちょっとですね、予

定価格の公表のほうは検討していただければと

思います。 

 これは要望ということでお願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） スケジュールの中で、

地下部の解体と地上の解体で２か月ぐらい、地

上も２か月、地下も２か月ぐらい予定をされて

おられますですね。予定は予定でいいんですけ

ども、ちょうど今、太田委員が言われたよう

に、１０月から、特に地下の場合には１０月か

らですので、地下は深いんですよ、あそこは。

浅くないんですよ。 

 そこ辺り、私も本当安全性をしっかりしてい

ただきたいということと、その安全性の中で、

やっぱ地元の企業が、園川組さんが入っておら

れますが、これは本当安心しました。もう地元

が入ってないと、もうよそは、安全性なんか、

何も分かりませんよ、はっきり言ってから。そ

の辺りについてはですね、やっぱし安全面につ

いては、地元の園川組さんが、もう大きい会社

ですので、ついておられましたからですね、そ

れは安心しますけども、もしもですね、事故が

あった場合のときですね、を考えると、どうし

ても地元業者というのが一番、これ真剣に、私

は、市民のためということを考えておられると

思いますから、私はよかったなというふうに思

いますけども、そこら辺りについては、しっか

りですね、安全面は管理をしてください。技術

者の確認等々も含めてですね、お願いしたいと

思います。 

○委員長（上村哲三君） それでは、なけれ

ば、これより採決いたします。 

 議案第７８号・清掃センター解体工事に係る

契約の締結については、可決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時０２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０３分 本会） 

◎議案第７９号・八代生活環境事務組合の共同

処理する事務の変更及び規約の一部変更につい

て 

◎議案第８０号・八代市と氷川町との間の一般

廃棄物の焼却処理に関する事務の委託について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７９号・八代生活環境事務組合

の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更

について及び議案第８０号・八代市と氷川町と

の間の一般廃棄物の焼却処理に関する事務の委

託については、関連がありますので、本２件を

一括議題とし、採決については個々に行うこと

といたします。 

 それでは、本２件について、一括して説明を

求めます。 

○市民環境部長（嶋田和博君） 市民環境部の

嶋田でございます。よろしくお願いします。 

 来年の４月から、氷川町の可燃ごみを受け入

れる予定としておりますが、それに関連しまし

て、八代生活環境事務組合の規約の一部改正と

併せまして、氷川町と八代市との間で事務委託

契約を結ぶに当たりまして、規約の新たな制定

というのが必要になってまいりました。本日

は、その２議案についての御審議を賜りたいと

思っております。 

 詳細につきましては、田中循環社会推進課長

が申し上げます。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） 循環社会

推進課の田中です。よろしくお願いをいたしま

す。それでは、着座にて説明をさせていただき

ます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） ただいま



 

－15－

委員長からありましたように、議案第７９号及

び議案第８０号につきましては、一括での御審

議となりましたことから、説明に関しましても

一括して行わせていただきます。 

 それでは、議案書の２５ページをお願いいた

します。 

 議案第７９号・八代生活環境事務組合の共同

処理する事務の変更及び規約の一部変更につい

てでございますが、本件は、地方自治法第２８

６条第１項の規定により、事務組合の規約の一

部を変更するもので、共同処理する事務の内容

及び経費の支弁方法を変更することに伴い、地

方自治法第２９０条の規定により、議会の議決

を求めるものでございます。 

 なお、本規約については、八代市議会と氷川

町議会において、それぞれ同じ内容の議決――

いわゆる同文議決をいただいた後、八代生活環

境事務組合より必要な届出を県に行う予定でご

ざいます。 

 それでは、初めに、変更の趣旨につきまして

御説明させていただきます。 

 現在、氷川町にございます八代生活環境事務

組合クリーンセンターでは、平成３０年まで、

本市の千丁町、鏡町、東陽町、泉町の可燃ごみ

の焼却も行っておりましたが、環境センター稼

働後は、氷川町の可燃ごみについてのみ、焼却

処理を行っております。 

 しかしながら、供用開始から約２５年が経過

し、施設の老朽化や隣接する 終処分場の許容

量も限界に近づいている状況から、令和６年３

月末をもって、焼却施設を閉鎖することとなり

ました。 

 そこで、八代生活環境事務組合には、上水道

事業、じん芥処理、し尿処理、火葬場の４つの

事務がございますが、そのうち、じん芥処理に

関する事務について見直しを行うものでござい

ます。 

 続きまして、主な変更内容でございますが、

お配りしております資料①、八代生活環境事務

組合規約新旧対照表を御覧ください。 

 まず、１ページ目を御覧ください。 

 第３条２号中、じん芥処理施設の設置及び管

理運営に関する事務において、令和６年度以降

に氷川町と共同処理する事務の内容を、ア、じ

ん芥処理施設の焼却施設の閉鎖及び当該焼却施

設の閉鎖後のじん芥処理施設の維持管理に関す

る事務、イ、じん芥処理施設の焼却施設の解体

に関する事務、ウ、じん芥処理施設の 終処分

場及び浸出水処理施設の管理運営に関する事

務、エ、じん芥処理施設の 終処分場の第３埋

立地の覆土に関する事務、オ、じん芥処理施設

の 終処分場の被覆施設の解体に関する事務、

以上、アからオまでの５つの事務に変更してお

ります。 

 変更理由といたしましては、生活環境事務組

合では、令和６年度以降、可燃ごみの焼却処理

に関する事務はなくなりますが、閉鎖後のクリ

ーンセンターの維持管理や 終処分場の管理運

営、将来的に行うこととなります環境施設の解

体など、今後も必要な事務があるため、規約の

変更を行うものでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 上段の第１２条第３項第１号でございます

が、先ほど説明いたしました事務の負担割合に

ついて、これまでは国勢調査人口割５０％、ご

み搬入量割５０％としておりましたが、今回の

事務の見直しに伴いまして、可燃ごみの搬入実

績量で算出することとしております。 

 先ほど説明いたしました第３条で、アからオ

の５項目に分けました部分につきましては、こ

の第１２条において、各負担割合を細かく設定

するために分けたという意味もございます。 

 具体的には、第３条第２号ア及びイの事務に

つきましては、平成１１年４月以降の搬入実績

量、ウ及びオの事務につきましては、平成１８

年２月以降の搬入実績量、エの事務につきまし
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ては、平成２８年１月以降の可燃ごみの累計搬

入量割となっております。 

 なお、事務の内容により搬入期間が異なりま

すが、それぞれの施設の供用開始に合わせたも

のでございます。 

 お配りしております資料②のほうに、令和４

年度までのごみ搬入量の実績を基にした負担割

合を記載してございます。 

 資料②を御覧ください。 

 資料②でございますけれども、まず一番上

に、平成２９年じん芥処理施設の設置及び管理

運営となっております。こちらにつきまして

は、環境センターが稼働する前までのものでご

ざいます。八代市が６６.７５％、氷川町が３

３.２５％となっております。備考の欄に、こ

の負担割合の考え方を細かく規定させていただ

いております。 

 また、これまでの本市の負担割合でございま

すけれども、直近の令和５年度では、搬入量割

の負担がないため、この２段目、Ｒ５と書いて

ございますけれども、全体におきまして３４.

２７％を負担しているものでございます。 

 この令和６年度以降におきましては、共同処

理する事務のうち、アの閉炉作業やイのクリー

ンセンターの解体事業につきましては、令和６

年度以降の表の一番上になりますけれども、八

代市が５８.５１％、ウの 終処分場の管理運

営やオの 終処分場の被覆施設の解体につきま

しては、八代市が５４.９６％、エの 終処分

場第３埋立区の覆土に関する事務については、

八代市が３５.０６％となっております。 

 ただし、こちらに示しております数字は、下

の米印のところに書いてございますけれども、

令和４年度末までのごみ搬入累計量割で算定し

ております。現在も、令和５年度氷川町のほう

が、ごみが搬入されておりますので、 終的に

は令和５年度いっぱいの氷川町のごみの搬入量

まで加えまして計算を確定させますので、こち

らに記載している割合から、本市の割合は少し

ですけれども、下がる見込みとなってございま

す。 

 それでは、すみません、資料①の４ページに

戻りまして、第１２条第４項では、負担割合の

変更等に伴う引用条項の変更を、そのほかのペ

ージでも、第２条や第５条第３項など、字句の

整理を行っておりますけれども、こちらについ

ては、条例の内容等に直接影響するものでござ

いませんので、説明は省略させていただきま

す。 

 以上で、議案第７９号・八代生活環境事務組

合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変

更についての説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第８０号・八代市と氷川町

との間の一般廃棄物の焼却処理に関する事務の

委託について御説明いたします。 

 議案書の２７ページをお願いいたします。 

 本件については、氷川町の可燃ごみについ

て、令和６年度から焼却処理に関する事務を本

市において受託するに当たり、手続に必要な規

約を制定するものでございます。 

 なお、本規約については、先ほどの事務組合

の規約の一部変更と同様、双方の議決後に事務

委託の届出を氷川町から県に提出する予定でご

ざいます。 

 それでは、規約の主な内容について御説明い

たします。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 まず、第１条では、委託事務の範囲として、

地方自治法２５２条の１４第１項の規定に基づ

きまして、氷川町の区域において収集した一般

廃棄物――いわゆる可燃ごみの焼却処理に関す

る事務の管理及び執行を本市に委託することと

しております。 

 次に、第２条では、環境センターで焼却処理

を行う氷川町の一般廃棄物の上限量について、

年間３５００トンまでとし、災害廃棄物につい
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ては、別途協議するものとしております。 

 次に、第３条では、事務委託の期間を定めて

おりますが、令和６年４月１日から環境センタ

ーの管理運営委託の契約満了日である令和２０

年９月３０日までの１４.５年間としておりま

す。 

 次に、第４条では、環境センターの故障な

ど、やむを得ない事情が発生した場合は、期限

を定めて、一般廃棄物の搬入の停止または搬入

量の減少を求めることができるとし、第５条で

は、ごみの受入れ基準などの事務委託の管理及

び執行の方法について、本市の条例等で定める

ところとしているものでございます。 

 次に、第６条では、経費の負担及び予算の執

行として、委託事務に係る経費の負担方法につ

いて定めております。 

 第１項におきましては、環境センターの維持

管理に要する管理運営費と環境センターの建設

費の一部を負担する特別負担金について規定し

ております。 

 なお、管理運営費については、本市と氷川町

の搬入実績量で案分した額を負担していただく

ため、毎年の決算に応じて変動いたしますが、

特別負担金については、焼却上限量に基づき、

毎年一定額を負担していただく予定としており

ます。 

 次に、第７条では、将来的な環境センターの

解体費用の負担について規定しており、施設の

解体時、もしくは委託事務の解除時に、可燃ご

みの搬入実績量に応じて負担していただくこと

としております。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 第８条から第１４条については、予算の計上

や収入の帰属、経費の調整など、事務処理に関

する事項について規定している部分となります

ので、説明については省略させていただきま

す。 

 以上で、議案第８０号・八代市と氷川町との

間の一般廃棄物の焼却処理に関する事務の委託

についての説明を終わります。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について、一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

○委員（谷口 徹君） 議案第８０号のほうで

すけれども、委託に関する規約の第３条に、委

託の期間を規定されてますが、令和６年４月１

日から令和２０年９月３０日に設定されている

というのを、ちょっと説明していただければと

思います。 

○循環社会推進課長（田中和彦君） この事務

委託の 後の記述のほうですけれども、令和２

０年９月３０日というのは、環境センターを建

設いたしまして、環境センターの焼却部分につ

きましては、運営開始から２０年の包括委託で

――いわゆるＤＢＯ方式で管理運営のほうを、

八代環境テクノロジーのほうに委託をしており

ます。ですので、令和２０年の９月３０日まで

は間違いなく環境センターが稼働すると。それ

から先のことにつきましては、まだ一切未定と

なっておるところから、あくまでも氷川町とき

ちんと事務委託の契約を結ぶ期限といたしまし

て、この令和２０年９月３０日という記述を設

定しているものでございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７９号・八代生活環境事務組合の共同

処理する事務の変更及び規約の一部変更につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 次に、議案第８０号・八代市と氷川町との間

の一般廃棄物の焼却処理に関する事務の委託に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入れ替わりのため、小会いたします。 

（午前１１時１９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２０分 本会） 

◎議案第６９号・令和４年度八代市下水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、決算議案の審査に入ります。 

 議案第６９号・令和４年度八代市下水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてを議題

とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（山本康博君） 下水道総務

課の山本でございます。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（上村哲三君） どうぞ。 

○下水道総務課長（山本康博君） 議案第６９

号・令和４年度八代市下水道事業会計利益の処

分及び決算の認定について説明いたします。 

 令和４年度八代市下水道事業会計決算書をお

願いいたします。 

 初めに、事業報告書でございますが、１９ペ

ージをお願いいたします。 

 まず、総括的事項でございます。令和４年度

末の排水人口は６万１４２１人、排水面積は１

８７５ヘクタール、年間の総処理水量は６９０

万２１５６立方メートル、有収水量は５８２万

４５６８立方メートルで、有収率は８４.４％

でございます。 

 今後も有収率向上のための不明水対策や水洗

化率向上のための未接続世帯への戸別訪問を継

続して行うとともに、八代市下水道事業経営戦

略に基づき、より一層の経営健全化に向けた効

率的な運営に努めてまいります。 

 次に、管渠施設整備事業としまして、八代・

八代東部処理区では麦島校区及び宮地校区な

ど、千丁処理区では古閑出地区など、鏡処理区

では両出地区及び貝洲地区などにおきまして、

それぞれ管渠布設工事を施工し、合わせて５.

５８キロメートルの整備を行っております。 

 また、ポンプ場施設整備事業としましては、

昨年度に引き続き、中央ポンプ場の改築に伴う

第５期目工事の２年目に着手し、加えて水処理

センターとしましては、老朽化した機器の改修

を進めるとともに、汚泥処理設備の増設に向

け、詳細設計に着手しております。 

 さらに、ストックマネジメント計画に基づき

ますマンホールポンプの改築、マンホール蓋の

更新なども実施しております。 

 次に、経営状況についてでございますが、こ

れは、後ほど決算報告書のところで説明いたし

ます。 

 次に、２０ページは、経営指標に関する事

項、議会議決事項及び職員に関する事項、次の

２１ページから２７ページまでは、工事関係で

税込み２００万円以上の建設改良工事の概況及

び税込み１００万円以上の保存工事の概況など

について、それぞれ記載しております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 業務量でございます。表の中ほどの行政区域

内人口１２万２０１５人に対して、処理区域内

人口は６万３９０人でございますので、普及率

は４９.５％、処理区域内人口に対して水洗化

人口は５万２８００人でございますので、水洗

化率は８７.４％でございます。 

 また、整備面積は２１.７ヘクタール増加

し、１８２３.６ヘクタールでございますの
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で、整備率は８５.７％でございます。 

 ２９ページの事業収入に関する事項及び３０

ページの事業費に関する事項につきましては、

後ほど決算報告書のところで説明いたします。 

 次に、３１ページから３２ページは会計でご

ざいますが、税込み１０００万円以上の工事請

負契約及び５００万円以上の委託契約につきま

して記載をしております。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 企業債及び一時借入金の概況でございます。

令和４年度末の企業債の残高は、前年度末より

６億４０２８万４８０２円減少し、２２０億２

５９６万１８５０円となっております。 

 申し訳ございませんが、お戻りいただきまし

て、２ページから５ページをお願いいたしま

す。 

 令和４年度八代市下水道事業決算報告書でご

ざいます。決算の内容につきましては、前年度

と比較をしております。 

 別紙の建設環境委員会資料と記載されており

ます資料で説明させていただきます。 

 なお、収益的収支につきましては、経営成績

を表します損益計算書に合わせまして、消費税

抜きの数値で作成しております。 

 まず、左側の表の収益的収支の収入でござい

ますが、項１・営業収益は１３億１１４２万６

０００円でございます。内訳は、目１・下水道

使用料１０億８８００万円、目２・雨水処理負

担金２億２１８９万７０００円、目３・その他

の営業収益１５２万９０００円は、督促手数料

１４０万４０００円などでございます。 

 項２・営業外収益は１８億６８７３万円でご

ざいます。内訳の目２・他会計負担金７億４８

４５万８０００円は、水洗便所の普及等に要す

る経費、汚水処理に関する減価償却及び企業債

利息などに充当した基準内繰入金でございま

す。 

 目３・長期前受金戻入１１億３７５万８００

０円は、償却資産を整備、取得した際に受け入

れた国庫補助金や受益者負担金などを耐用年数

で割って、収益化したものでございます。 

 目４・雑収益１４３９万９０００円は、不用

物品売払い収入１３６４万円などでございま

す。 

 目５・国県補助金２１１万５０００円は、排

水設備工事費助成金に対する国庫補助金でござ

います。 

 以上、収入合計は３１億８０９８万９０００

円でございます。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用は２５億２６５６万円でございます。内

訳の目１・管渠費４８８５万６０００円は、管

渠施設に係る修繕や動力費など維持管理に要す

る費用でございます。 

 目２・ポンプ場費３６０９万８０００円は、

各ポンプ場に係る保守点検業務や動力費など、

維持管理に要する費用でございます。 

 目３・水処理センター費３億５２６６万６０

００円は、水処理センターに係る職員５名分の

人件費や運転業務委託及び動力費など維持管理

に要する費用でございます。 

 目４・流域下水道管理費１億４４６３万６０

００円は、八代北部流域下水道維持管理負担金

でございます。 

 目５・総係費１億３６０６万円は、一般職１

２名分の人件費、検針・徴収及び水洗化業務委

託、排水設備工事費助成金など、業務全般に関

する費用でございます。 

 目６・減価償却費は１８億７５０万９０００

円でございます。 

 項２・営業外費用は２億９４２８万４０００

円でございます。内訳は、目１・支払利息２億

８８６２万円などでございます。 

 以上、支出合計は２８億２２５６万４０００

円でございますので、資料右下の欄外に記載し

ております収益的収支では３億５８４２万５０
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００円の純利益が生じております。 

 次に、右側の資本的収支の収入でございます

が、項１・企業債は１１億２９９０万円でござ

います。 

 項２・補助金は６億３８４６万円でございま

す。内訳は、目１・国庫補助金５億６３１０万

２０００円、目２・他会計補助金７５３５万８

０００円でございます。 

 項３・受益者負担金及び分担金は４２７２万

７０００円でございます。 

 項４・負担金は１億８０５８万４０００円で

ございます。内訳は、他会計負担金１億８０５

８万４０００円でございます。 

 以上、収入合計は１９億９１６７万１０００

円でございます。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費は１５億４７２万８０００円でござい

ます。内訳は、目１・管渠施設整備費１１億４

５６８万４０００円、目２・ポンプ場施設整備

費２億８１８０万円、目３・水処理センター施

設整備費５４３５万８０００円などでございま

す。 

 項２・企業債償還金は１７億７０１８万５０

００円でございます。 

 以上、支出合計は３２億７４９１万３０００

円でございます。 

 下の欄外に記載しておりますとおり、資本的

収支は１２億８３２４万２０００円が不足しま

すが、これは当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額６９９０万５０００円などで補

塡しております。 

 なお、収益的支出のポンプ場費で１９８０万

円、水処理センター費で１７０５万円を、資本

的支出の管渠施設整備費で２億９０９５万５０

００円、ポンプ場施設整備で４億２２万円、水

処理センター施設整備費で１億３５６１万円

が、それぞれ年度内に完了できず、令和５年度

へ繰越しを行っております。 

 次に、決算書にお戻りいただき、１１ページ

をお願いします。 

 令和４年度八代市下水道事業剰余金計算書で

ございます。まず、資本金は、当年度における

処分や変動額がございませんでした。 

 次に、剰余金のうち資本剰余金でございます

が、国交省からの土地の譲渡に伴い、受贈財産

評価額が１４０４万２４２０円増の４億５８９

２万７５０９円となり、当年度末残高は８億１

１７８万７４０１円になっております。 

 次に、利益剰余金でございますが、議会の議

決により処分を行った前年度末の未処理分利益

剰余金８億２９２５万３３３３円のうち、４億

３０３７万６１０７円につきまして、減債積立

金に積立てを行った後に取崩しを行い、それに

当年度純利益である３億５８４２万６３６６円

を加えた当年度末の未処分利益剰余金残高は７

億８８８０万２４７３円となっております。 

 次の１２ページは、令和４年度八代市下水道

事業剰余金処分計算書でございます。 

 表の右上、未処分利益剰余金７億８８８０万

２４７３円は、本議案の議決をいただきます

と、３億５８４２万６３６６円を減債積立金に

積み立て、残りの４億３０３７万６１０７円を

資本金へ組み入れる予定でございます。 

 下水道事業につきましては、今後とも経費の

縮減及び収入の確保を図るとともに、汚水適正

処理構想及び下水道事業経営戦略に基づきまし

て、計画的・効率的な施設整備を進め、生活環

境の改善と経営の健全化に努めてまいります。 

 以上で、議案第６９号・令和４年度八代市下

水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい

ての説明を終わります。御審議のほど、よろし

くお願い申し上げます。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（谷口 徹君） 議案の１９ページなん
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ですけども、概況の説明がございました。そこ

の２行目のところに、排水人口とか、排水面

積、年間総処理水量とか書いてありますけど

も、令和３年度の同じ概況を見させてもらった

ところ、年間の総処理水量だけが減じているよ

うな状況なんですけど、そこの理由を教えてい

ただければと思います。 

○下水道総務課主幹兼経営係長（園田哲次君） 

 こんにちは。下水道総務課、園田です。 

 御質問の総処理水量が、昨年度より減少して

いる理由ということでございます。 

 総処理水量につきましては、水処理センター

に流れて来る水量の量になりますけども、その

中には不明水というものも含まれております。

不明水の中には、どうしても雨水ですね、雨が

流れ込んで、水量を多くしているという部分も

ございます。結果としまして、その雨量の影響

が大きいというところがございます。昨年度よ

り、令和３年度より令和４年度のほうが、雨量

が少なかったというところで、総水量が減少し

たものというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） 決算書の収益的収支の

ですね、営業外収益の４番の雑収益が、令和３

年度から比べたら、１３００万円ちゅうこと

で、ちょっと聞き損じだったらごめんなさい。

何か不用品物品売払いということでした。間違

ってなければ、その不用品とは、どういうもの

を売り払ったか、分かりますか。 

○下水道総務課主幹兼経営係長（園田哲次君） 

 不用物品につきましてですけども、説明の中

でもありましたが、中央ポンプ場の改築工事を

やっております。その中で、材料の鉄くずです

とか、銅線といいますか、そういったものが出

ます。それを売り払って、収入としたというと

ころでございます。（委員太田広則君「分かり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（木村博幸君） 令和４年度八代市の下

水道事業会計決算の中の資本的収支の中で、資

本的収入の中で、ちょっと私、分からないだけ

なんですが、補助金が結構ですね、半分近く

ね、トータルで４億２３００万円ほど、令和３

年度に比べると、かなり減じているところでい

くと、補助金関係が減る、何か大きな理由とい

うのは、何かありましたら、教えていただけれ

ばと思います。 

○下水道総務課主幹兼経営係長（園田哲次君） 

 補助金が昨年度より減っている理由というこ

とでございますが、補助事業につきましては、

下水道のほうは２分の１、５０％の補助を活用

して事業をしております。純粋に、事業費が昨

年度より減ったというところで、それに応じて

補助金も、起債額も減っているというところで

ございます。 

○委員（木村博幸君） 具体的に、その事業が

かなり減ったのかなと思いますが、どういうと

ころが、３年度に比べたら減ったんでしょう

か。 

○下水道総務課主幹兼経営係長（園田哲次君） 

 それでは、先ほど下水道決算の説明資料とい

うことで、別紙のほう、前年比較がされている

ものをお渡ししてあるかと思いますが、その中

の資本的支出の中で見ていただきますと、管渠

施設整備費のほうが、昨年度より５億５５００

万円ほど事業費が落ちております。ポンプ場に

つきましては１億６３００万円ほどというとこ

ろで、こういったものが主な事業費の減につな

がっているというふうに思います。（委員木村

博幸君「理解できました」と呼ぶ） 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第６９号・令和４年度八代市下水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決及び認定することに決し

ました。 

 執行部は御退出ください。 

（執行部 退席） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、付託されま

した案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 当委員会の所管事務調査について、何かあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、所管事務調

査２件についての調査を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申出をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午前１１時４５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和５年９月２６日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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